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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子装置において、
　第１画面ページ及び第２画面ページをディスプレイするタッチスクリーンと、
前記電子装置の動きに応じた信号を出力するセンサ部と、
　前記タッチスクリーンを通じて受信されるユーザ入力に基づいて、前記第１画面ページ
でアイテムを選択し、前記センサ部から出力される前記電子装置の動きに応じた信号に基
づいて、前記タッチスクリーンにディスプレイされた前記第１画面ページを前記第２画面
ページに変更し、前記選択されたアイテムが前記第２画面ページに表示されるようにする
制御部と
　を含む電子装置。
【請求項２】
　前記第２画面ページが前記タッチスクリーンにディスプレイされた後に、前記制御部は
、前記タッチスクリーンから受信されるタッチ情報に応じて、前記第２画面ページに前記
選択されたアイテムを位置させることを特徴とする請求項１に記載の電子装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記第１画面ページで前記アイテムが選択された後に編集モードにシフ
トし、
　前記編集モードの間に、前記制御部は、前記センサ部からの出力信号処理とともに、前
記タッチスクリーンからの出力信号を処理し、前記第１画面ページから前記第２画面ペー
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ジに変更される間に前記タッチスクリーンがタッチされたか否かを判断することを特徴と
する請求項１に記載の電子装置。
【請求項４】
　前記編集モードの間に、前記制御部は、前記選択されたアイテムが連続的にタッチされ
ているか否かを前記タッチスクリーンから受信されるタッチ情報に基づいて判断し、前記
第１画面ページが前記第２画面ページに変更される間、前記選択されたアイテムを前記タ
ッチスクリーン上で前記タッチ情報に対応する位置に表示することを特徴とする請求項３
に記載の電子装置。
【請求項５】
　前記制御部は、
　タッチが解除されると、前記編集モードを終了することを特徴とする請求項４に記載の
電子装置。
【請求項６】
　前記制御部は、
　前記センサ部から受信される信号に基づいて、前記電子装置の上部表面の中心及び下部
表面の中心を通る回転軸を基準に傾く動きを検出し、前記検出された動きに基づいて、前
記第１画面ページから前記第２画面ページへの変更を制御する
　ことを特徴とする請求項５に記載の電子装置。
【請求項７】
　前記編集モードにおいて、前記制御部は、前記タッチスクリーンから獲得されたタッチ
情報及び前記センサ部から獲得された動き関連情報に基づいて、複数の背景画面ページに
並んでいるアイコンの位置を変更することを特徴とする請求項６に記載の電子装置。
【請求項８】
　前記第１画面ページ及び前記第２画面ページは、前記電子装置によって実行される互い
に異なるマルチタスキングアプリケーションに対するものであることを特徴とする請求項
１に記載の電子装置。
【請求項９】
　前記センサ部は、
パニング、ティルティング、回転動きのうち、少なくとも一つを検出するジャイロセンサ
を含むことを特徴とする請求項１に記載の電子装置。
【請求項１０】
　前記センサ部は、
パニング、ティルティング、回転動きのうち、少なくとも一つを検出する加速度センサを
含むことを特徴とする請求項１に記載の電子装置。
【請求項１１】
　電子装置のタッチスクリーンでディスプレイされる第１画面のオブジェクトを第２画面
に移動させる方法において、
　前記オブジェクトを含む第１画面をタッチスクリーンにディスプレイするステップと、
　前記電子装置の前記タッチスクリーンを通じて受信されるユーザ入力に基づいて、前記
第１画面で前記オブジェクトを指定するステップと、
　前記電子装置の動きに応じてセンサ部から受信される信号に基づいて、前記指定された
オブジェクトが前記第２画面上にディスプレイされるように前記タッチスクリーンにディ
スプレイされた前記第１画面を前記タッチスクリーン上で前記第２画面に変更するステッ
プと
を含む方法。
【請求項１２】
　前記第１画面上で前記オブジェクトが所定時間の間タッチされると、前記電子装置のモ
ードを編集モードに切り替えるステップを更に含むことを特徴とする請求項１１に記載の
方法。
【請求項１３】
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　編集オプションが選択されると、前記電子装置のモードを編集モードに切り替えるステ
ップを更に含むことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１画面上で前記オブジェクトが指定されると、前記指定されたオブジェクトの一
側に少なくとも一つのワード（Ｗｏｒｄ）をディスプレイするステップを更に含み、
　前記電子装置は、前記少なくとも一つのワードの中から編集を実行するためのコマンド
が選択されると、編集モードに切り替えることを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記オブジェクトに対するタッチが解除されると、前記指定されたオブジェクトが前記
第２画面にディスプレイされた状態で、前記編集モードを終了させるステップを更に含む
ことを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第２画面の背景がタッチされると、前記指定されたオブジェクトが前記第２画面に
ディスプレイされた状態で、前記編集モードを終了させるステップを更に含むことを特徴
とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１７】
　前記電子装置が前記編集モードに切り替わると、前記第１画面を編集モード状態表示画
面で表示するステップを更に含むことを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１８】
　前記オブジェクトは、前記電子装置の前記第１画面にディスプレイされた複数のアイコ
ンのいずれか一つであり、
　前記変更するステップは、
　前記センサ部から検出された動きの大きさに対応する速度で、前記電子装置の前記第１
画面を前記第２画面にスライディングまたはスクローリングさせつつ、漸進的に変更する
ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記変更するステップは、
　前記動きの大きさが閾値のｎ倍以上ｎ＋１倍未満であると、前記第１画面を前記第１画
面からｎページ離隔している前記第２画面に変更するステップを含むことを特徴とする請
求項１１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記第１画面は、アプリケーション画面、ウェブブラウザ画面、マルチメディアファイ
ル画面のいずれか一つを含み、前記オブジェクトは、前記第１画面にディスプレイされた
イメージまたはテキストを含み、
　前記変更するステップは、
　前記第１画面を他のアプリケーション画面、ウェブブラウザ画面、マルチメディアファ
イル画面である第２画面に変更するステップを含むことを特徴とする請求項１１に記載の
方法。
【請求項２１】
　前記動きは、パニング、ティルティング、前記電子装置の回転動きのうち、少なくとも
一つを含むことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項２２】
　電子装置の動きが検出されると、検出された動きに応じて、電子装置にディスプレイさ
れた第１画面を第２画面に変更するステップと、
　前記第１画面で指定されたオブジェクトを前記第２画面にディスプレイするステップと
を含む方法。
【請求項２３】
　前記第１画面で前記オブジェクトが指定された後に、編集モードに切り替えるステップ
と、
　前記編集モードの間、タッチスクリーンから受信されるタッチ情報及びモーションセン
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サユニットから受信される動き情報をそれぞれ処理し、前記第１画面で前記第２画面に変
更される間、前記タッチスクリーンがタッチされているか否かを判断するステップと
　を更に含むことを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記指定されたオブジェクトは、前記第１画面が前記第２画面に変更される間、前記タ
ッチスクリーン上で前記タッチ情報に対応する位置にディスプレイされることを特徴とす
る請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記タッチ情報に基づいてタッチが解除されたと判断されると、前記編集モードを終了
するステップを更に含むことを特徴とする請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　記録媒体に記録された少なくとも一つのプログラムを実行するタッチディスプレイ装置
において、
　前記少なくとも一つのプログラムは、
　前記タッチディスプレイ装置において、少なくとも一つのオブジェクトを含む第１画面
をディスプレイするステップと、
　前記第１画面上のオブジェクトを指定するステップと、
　前記第１画面上のオブジェクトが指定されると、前記タッチディスプレイ装置を編集モ
ードに切り替えるステップと、
　前記タッチディスプレイ装置の動きが検出されると、前記検出された動きに応じて前記
第１画面を第２画面に変更するステップと、
　前記第２画面上に前記指定されたオブジェクトをディスプレイするステップとを実行す
る
　ことを特徴とするタッチディスプレイ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）に関し、よ
り詳細には、タッチディスプレイ装置及びそのディスプレイ方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　タッチディスプレイに表示されたアイコン、メニューやアンカーのようなＧＵＩアイテ
ムをポインタを用いて選択する方式によるＧＵＩは、既に普遍化している。このようなＧ
ＵＩ環境でユーザ命令を入力するために、ユーザはタッチパッドのような入力装置を用い
てポインタを所望のアイテムに移動させ、入力装置に設けられた特定ボタンを押す操作に
よってポインタの位置するアイテムを指示する機能を実行するように命令することができ
る。
【０００３】
　なお、ユーザはタッチディスプレイのスクリーンをタッチすることにより、所望のＧＵ
Ｉを選択してＧＵＩに対応するプログラムまたはアプリケーション等を実行させることが
できる。
【０００４】
　しかし、ユーザは、ＧＵＩが含まれた背景画面を編集する場合において、一つのアイコ
ンを別のページの背景画面に移動させようとする際、従来の方式は、編集モードでアイコ
ンを背景画面ページのスクリーン端末に移動させた後、所定の時間を待機した後、次のペ
ージ背景画面が表示されると、アイコンを背景画面に配置させる手間がかかっていた。
【０００５】
　このような問題点は、特に複数のページ以後に指定された背景画面に特定アイコンを移
動させようとする場合に、更に深刻化する。
【０００６】
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　よって、ユーザは、ＧＵＩを利用することにおいて、より便利な操作方式を追加するよ
うになるため、より便利に所望のＧＵＩアイテムを操作できるようにするための方策への
模索が求められる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】韓国公開特許第１０－２００９－０１２２８０５号公報
【特許文献２】韓国公開特許第１０－２０１０－０００５４３９号公報
【特許文献３】韓国公開特許第１０－２０１０－０００６１０１号公報
【特許文献４】特開２００４―０３８８９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、ディスプ
レイ編集が容易なタッチスクリーン装置及びそのディスプレイ方法を提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述の目的を達成するための本発明の一実施形態に係るタッチディスプレイ装置のディ
スプレイを編集するための方法は、少なくとも一つのオブジェクトを含む第１画面をディ
スプレイするステップと、前記第１画面上でオブジェクトを指定するステップと、前記第
１画面上でオブジェクトが指定されると、前記タッチディスプレイ装置を前記ディスプレ
イを編集するための編集モードに切り替えるステップと、前記タッチディスプレイ装置の
動きが検出されると、前記動き程度及び動き方向のうち少なくとも一方に応じて、前記第
１画面を第２画面に切り替えるステップと、前記第２画面上に前記指定されたオブジェク
トをディスプレイするステップとを含む。
【００１０】
　一方、本発明の別の実施形態に係るタッチディスプレイ装置は、少なくとも一つのオブ
ジェクトを含む第１画面をディスプレイし、前記第１画面上でオブジェクトの指定を受信
するユーザインターフェース部と、前記タッチディスプレイ装置の動きを検出するセンサ
部と、前記オブジェクトの指定が受信されると、前記タッチディスプレイ装置のディスプ
レイを編集するための編集モードに変更し、前記タッチディスプレイ装置の動きが検出さ
れると、前記動き程度及び動き方向のうち少なくとも一方に応じて、前記第１画面を第２
画面に切り替え、前記第２画面上に前記指定されたオブジェクトをディスプレイするよう
に前記ユーザインターフェース部を制御する制御部とを含む。
【００１１】
　一方、本発明の更に別の実施形態に係るタッチディスプレイ装置のディスプレイを編集
するための製造物品は、第１画面をディスプレイするステップと、前記第１画面上でオブ
ジェクトを指定するステップと、前記第１画面上でオブジェクトが指定されると、前記タ
ッチディスプレイ装置を前記ディスプレイを編集するための編集モードに切り替えるステ
ップと、前記タッチディスプレイ装置の動きが検出されると、前記動き程度及び動き方向
のうち少なくとも一方に応じて、前記第１画面を第２画面に切り替えるステップと、前記
第２画面上に前記指定されたオブジェクトをディスプレイするステップとを含む方法によ
って行われる少なくとも一つのプログラムを含む記録媒体を含む。
【発明の効果】
【００１２】
　以上説明したように、本発明によれば、ユーザはより容易にアプリケーション識別アイ
コンのようなＧＵＩアイテムまたはテキストファイルまたはイメージファイルを編集する
ことができる。更に、ユーザは、より直観的にウェブブラウザウィンドウを探索すること
ができ、それにより、ディスプレイ編集においてユーザの便宜が極大化することができる



(6) JP 5968912 B2 2016.8.10

10

20

30

40

50

ようになる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態に係るタッチディスプレイ装置のブロック図である。
【図２】本発明の実施形態に係るタッチディスプレイ装置のブロック図である。
【図３】本発明の実施形態に係る編集モードへのシフト動作を説明するための概念図であ
る。
【図４】本発明の実施形態に係る編集モードへのシフト動作を説明するための概念図であ
る。
【図５】本発明の実施形態に係る編集モードへのシフト動作を説明するための概念図であ
る。
【図６】タッチディスプレイ装置のパニング動作による背景画面編集過程を説明するため
の概念図である。
【図７】タッチディスプレイ装置のティルティング動作による背景画面編集過程を説明す
るための概念図である。
【図８】本発明の一実施形態に係るタッチディスプレイ装置のティルティング方法を説明
するための概念図である。
【図９】タッチディスプレイ装置のパニング動作による単一ウェブブラウザ画面の編集過
程を説明するための概念図である。
【図１０】タッチディスプレイ装置のパニング動作による単一ウェブブラウザ画面の編集
過程を説明するための概念図である。
【図１１】タッチディスプレイ装置のパニング動作による単一ウェブブラウザ画面の編集
過程を説明するための概念図である。
【図１２】タッチディスプレイ装置のティルティング動作による複数個のウェブブラウザ
画面間の編集過程を説明するための概念図である。
【図１３】タッチディスプレイ装置のティルティング動作による複数個のウェブブラウザ
画面間の編集過程を説明するための概念図である。
【図１４】本発明の実施形態に係るタッチディスプレイ装置のディスプレイ方法を説明す
るためのフローチャートである。
【図１５】本発明の実施形態に係るタッチディスプレイ装置のディスプレイ方法を説明す
るためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。
【００１５】
　図１は、本発明の実施形態に係るタッチディスプレイ装置１のブロック図である。
【００１６】
　同図に示すように、タッチディスプレイ装置１は、センサ部１００と、ユーザインター
フェース部２００と、保存部３００及び制御部４００を含む。
【００１７】
　センサ部１００は、センサ部１００を含んでいるタッチディスプレイ装置１の全体的な
動きの程度及び方向を検出することができる。例えば、センサ部１００は、タッチディス
プレイ装置１が地面と水平方向にパニング（Ｐａｎｎｉｎｇ）する動作を検出することが
でき、この場合、タッチディスプレイ装置１が基準点からパニングする距離及び変位、速
度または加速度を検出することができる。この場合、センサ部１００は、タッチディスプ
レイ装置１の慣性成分を利用することができる。
【００１８】
　さらに、センサ部１００は、タッチディスプレイ装置１が特定方向にティルティング（
Ｔｉｌｔｉｎｇ）または回転する動作を検出することができる。更に詳細には、後述する
が、センサ部１００は、タッチディスプレイ装置１の正面の下段部の中の任意の点を正面
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と垂直に通過する軸を中心に、タッチディスプレイ装置１が左側または右側に回転する動
作を検出することができる。それについては、図５を参照して詳細に後述する。
【００１９】
　なお、センサ部１００は、タッチディスプレイ装置１の正面と隣接した対面する両面を
同時に垂直に通過する軸を中心に、左側または右側にティルティングする動作を検出する
こともできる。それについては、図６を参照して詳細に後述する。
【００２０】
　上述のパニングまたはティルティングまたは回転動作を検出することができるように、
センサ部１００は好適には、ジャイロセンサまたは線形加速度センサを含んでよい。ただ
、ジャイロセンサまたは線形加速度センサは、センサ部１００の一実施形態に過ぎず、セ
ンサ部１００を含むタッチディスプレイ装置１のパニングまたはティルティングまたは回
転動作を検出できるものなら、制限されないということは当業者に自明であろう。
【００２１】
　ユーザインターフェース部２００は、タッチ（ｔｏｕｃｈ）を検知できるタッチスクリ
ーンで実現されてよい。ここで、タッチスクリーンとは、キーボードを使わずに画面（ス
クリーン）に現れた文字や特定位置に人の手またはその他の物体が触れると、その位置を
把握して保存されたソフトウェアによって特定処理を行うことができるように、画面で直
接入力資料を受けられるようにした画面を意味する。
【００２２】
　タッチスクリーンは、一般のモニタの画面にタッチパネル（ｔｏｕｃｈ　ｐａｎｎｅｌ
）という装置を備えて機能を発揮することができる。ここで、タッチパネルは、左右上下
に目に見えない赤外線が流れるようにし、画面に数多くの四角の格子が生じるようにする
ことで、指先やその他の物体でこの格子に接触すると、その位置を把握することができる
ようにする。
【００２３】
　よって、タッチパネルを装着した画面に予め現れた文字やイメージ情報を手で接触する
と、接触された画面の位置に応じてユーザが選択した事項が何かを把握し、それに対応す
る命令をコンピュータで処理するようにし、いとも簡単に自分が望む情報を得ることがで
きる。
【００２４】
　ユーザインターフェース部２００は、ユーザ接触によるタッチ信号を制御部４００に出
力する。ここで、ユーザ接触は、ユーザの指先はもちろんのこと、タッチ可能なその他の
多様な物体であってよい。
【００２５】
　更に、ユーザインターフェース部２００は、各種画面をディスプレイすることができる
。更に詳細には、ユーザインターフェース部２００は、複数個のアプリケーションを指示
するアイコンのようなＧＵＩアイテムを表示する背景画面をディスプレイすることができ
る。
【００２６】
　なお、ユーザインターフェース部２００は、制御部４００の指示を受けて、現在実行さ
れているアプリケーションの表示画面、ウェブブラウザ画面、マルチメディアファイルに
対応する画面等をディスプレイすることができる。ユーザインターフェース部２００が上
述の多様な画面を、制御部４００の制御を受けてディスプレイする構成は、当業者に自明
なことであるため、ここで詳細な説明は省略する。
【００２７】
　保存部３００は、ユーザインターフェース部２００にディスプレイされる画面を実現す
るのに求められるグラフィックデータを保存することができる。保存部３００は、制御部
４００の制御に応じて保存されたグラフィックデータを制御部４００に提供することがで
きる。
【００２８】
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　なお、より詳細に後述するが、保存部３００は、制御部４００によって生成された新規
画面を実現するのに求められるグラフィックデータを更に保存することができる。
【００２９】
　なお、保存部３００が各種アプリケーションプログラムまたはウェブブラウザ及びマル
チメディアファイルを保存することができる。
【００３０】
　制御部４００は、センサ部１００、ユーザインターフェース部２００及び保存部３００
の動作全般を制御することができる。
【００３１】
　ユーザインターフェース部２００に予め設定された編集モードへのシフト動作が入力さ
れた場合、制御部４００は編集モードへのシフト動作を判断し、ユーザインターフェース
部２００が編集モードに対応する画面、すなわち、編集モード状態であることをディスプ
レイするように制御することができる。
【００３２】
　ここで、編集モードとは、背景画面またはウェブブラウザ画面にディスプレイされたＧ
ＵＩアイテム、テキストまたはイメージ等を所定の位置または他の背景画面、他のウェブ
ブラウザ画面等に移動させることができるモードを意味してよい。
【００３３】
　なお、ここで編集モードへのシフト動作とは、予め設定された動作を通じて編集モード
にシフトすると同時に、移動させるＧＵＩアイテム、テキストまたはイメージを指定する
動作を意味してよい。本発明では、多様な編集モードへのシフト動作が実現されてよく、
それについては、図３ないし図５を参照してより詳細に後述する。
【００３４】
　さらに、移動させるＧＵＩアイテム、テキストまたはイメージ等をまとめて編集対象コ
ンテンツと呼ぶ。
【００３５】
　上記の編集モード状態表示画面は、保存部３００にグラフィックデータ形態で保存され
てよく、または、制御部４００が保存部３００から背景画面ディスプレイに対するグラフ
ィックデータを読み取った後、グラフィックデータを用いて編集モード状態表示画面を生
成することもできる。
【００３６】
　制御部４００は、センサ部１００から検出されたタッチディスプレイ装置１の動きの程
度または方向に基づいて、それに対応する画面を形成するためのグラフィックデータを生
成することができる。なお、制御部４００は、グラフィックデータを保存するように保存
部３００を制御することができる。
【００３７】
　更に、制御部４００は、タッチディスプレイ装置１の動きに基づいて生成されたグラフ
ィックデータを用いて、対応する画面をディスプレイするようにユーザインターフェース
部２０を制御することもできる。
【００３８】
　特に、制御部４００は、タッチディスプレイ装置１のパニングまたはティルティングま
たは回転動作等の動き程度及び動き方向に応じて変更される画面を、上記編集モード状態
でディスプレイするように、ユーザインターフェース部２００を制御することができ、そ
れに関する詳細な説明は後述する。
【００３９】
　動き程度及び動き方向に応じて変更される画面がユーザインターフェース部２００にデ
ィスプレイされる途中、ユーザがユーザインターフェース部２００に編集モード解除動作
を入力すると、制御部４００は変更された画面上に編集対象コンテンツをディスプレイし
た状態で、編集モードを終了するようにユーザインターフェース部２００を制御すること
ができる。
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【００４０】
　上述の構成によって、タッチディスプレイ装置１は、従来の技術とは異なるように編集
対象コンテンツをディスプレイ画面の末端に移動させることなく、タッチディスプレイ装
置１をティルティングまたはパニングまたは回転させる動作で容易に編集することができ
る。
【００４１】
　図２は、本発明の一実施形態に係るタッチディスプレイ装置１を説明するためのブロッ
ク図である。同図に示すように、タッチディスプレイ装置１は、センサ部１００と、ユー
ザインターフェース部２００と、保存部３００及び制御部４００を含んでよく、制御部４
００は、インターフェース部４１０と、プロセッシング部４２０と、ＧＵＩ生成部４３０
及びマルチメディア機能ブロック４４０を含んでよい。
【００４２】
　同図の構成のうち、図１で説明した構成については、説明を省略したり、簡略に説明す
る。
【００４３】
　制御部４００に含まれたインターフェース部４１０は、ユーザインターフェース部２０
０から、ユーザによる編集モードへのシフト動作が入力されたという信号を受信すること
ができる。なお、インターフェース部４１０は、センサ部１００からタッチディスプレイ
装置１の動きに関連する情報を受信することができる。上述のように、タッチディスプレ
イ装置１の動きは、タッチディスプレイ装置１のパニングまたはティルティングまたは回
転動作であってよい。
【００４４】
　インターフェース部４１０は、編集モードへのシフト動作が入力されたという信号とタ
ッチディスプレイ装置１の動きが受信されると、プロセッシング部４２０は、ＧＵＩ生成
部によって動きに基づく新規画面を実現するデジタルデータを形成するようにすることが
できる。
【００４５】
　形成された新規画面は、インターフェース部４１０を介して、保存部３００に保存され
てよく、なお、ユーザインターフェース部２００に伝送されてよい。ここで、プロセッシ
ング部４２０は、新規画面に対するグラフィックデータをアナログ形態に変換し、ユーザ
インターフェース部２００に伝送することができる。
【００４６】
　ユーザインターフェース部２００は、受信したアナログ形態の新規画面に対するグラフ
ィックデータをユーザが識別できるようにディスプレイすることができる。ただ、ユーザ
インターフェース部２００が、自らＤＡＣ（Ｄｉｇｉｔａｌ－ｔｏ－Ａｎａｌｏｇ　Ｃｏ
ｎｖｅｒｔｅｒ）を備え、インターフェース部４１０からデジタル形態のグラフィックデ
ータを受信し、ユーザインターフェース部２００内でコンバーティングを行う構成も可能
である。
【００４７】
　その後、ユーザがユーザインターフェース部２００に編集モード解除動作を入力すると
、それは制御部４００内のインターフェース部４１０に伝送されてよい。
【００４８】
　プロセッシング部４２０は、それに対応して編集モードを解除することができ、新規画
面を編集完了している画面として保存部３００に保存することができる。
【００４９】
　一方、制御部４００は、マルチメディア機能ブロック４４０を含んでよく、マルチメデ
ィア機能ブロック４４０は、動画、停止映像、音楽、テキスト等のコンテンツを再生した
り、背景画面をディスプレイするようにする基本的な機能を実行できるようにする。ただ
、本願発明に係るタッチディスプレイ装置１は、ディスプレイを主要機能とするものとし
て想定しているため、停止映像または動画を再生することをマルチメディア機能ブロック
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４４０の主要機能とする。
【００５０】
　以下では、本願発明に係るタッチディスプレイ装置１のディスプレイ編集過程をより詳
細に説明する。
【００５１】
　まず、図３ないし図４を参照し、編集モードへのシフト動作についてより詳細は説明す
る。
【００５２】
　図３は、編集しようとする対象が、複数個のアプリケーション識別アイコンを含む背景
画面である場合を説明するための概念図である。
【００５３】
　同図に示すように、ユーザは身体の一部を編集対象コンテンツである一つのアプリケー
ション識別アイコンに予め設定された時間以上タッチすることで、編集対象コンテンツを
指定すると同時に編集モードにシフトすることができる。
【００５４】
　なお、同図に示すように、編集対象コンテンツに指定されたコンテンツは、コンテンツ
周辺の色相が変更される方式等で編集対象コンテンツに指定されたことをユーザに識別で
きるようにする。ただ、編集対象コンテンツの色相が変更される方式は、一つの実施形態
に過ぎず、ユーザに識別できるようにする方法なら、編集対象コンテンツを示す構成には
、制限がないことは当業者に自明なことである。
【００５５】
　図４は、本発明の別の実施形態に係る編集モードへのシフト動作を説明するための概念
図である。
【００５６】
　同図に示すように、ユーザはディスプレイ左側の最上段に配置された“メニュー”に該
当するアプリケーション識別アイコンをタッチし、ディスプレイの下段に示すような各種
モード構成テーブルを呼び出すことができる。
【００５７】
　ユーザは、モード構成テーブルのうち、“編集モード”をタッチすることで、編集モー
ドにシフトすることができる。
【００５８】
　図５は、本発明の更に別の実施形態に係る編集モードへのシフト動作を説明するための
概念図である。
【００５９】
　同図は、編集しようとするディスプレイ対象が、テキスト及びイメージを含むウェブブ
ラウザ画面である場合に該当し、ユーザは図５に示すように、イメージをタッチした後、
イメージが指定されつつ、“ｃｏｐｙ”という語句がディスプレイされると、“ｃｏｐｙ
”という語句を再びタッチし、編集対象コンテンツをイメージとして指定すると同時に、
タッチディスプレイ装置１が編集モードにシフトすることができる。
【００６０】
　上述のように、ユーザは、多様な方式で編集対象コンテンツを指定すると同時に、編集
モードにシフトすることができる。更に、ユーザは、アイコンを含む背景画面だけでなく
、ウェブブラウザ画面も編集の対象として利用することができる。
【００６１】
　以下では、本発明の多様な実施形態に係る編集過程を説明するようにする。
【００６２】
　図６は、本発明の一実施形態に係るタッチディスプレイ装置１のディスプレイ編集過程
を説明するための概念図である。
【００６３】
　同図の一番左に示す図は、複数個のアプリケーション識別アイコンを含む背景画面をデ
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ィスプレイするユーザインターフェース部２００である。同図に示すように、ユーザは身
体の一部分をユーザインターフェース部２００上にディスプレイされた特定アイコンにタ
ッチすることができる。このような動作は、図３を参照して説明した内容と同様であって
、ユーザは複数個のアイコンのうち、最下段の最右側のアイコンを編集対象アイコンとし
て指定し、同時に編集モードにシフトする。
【００６４】
　一方、ユーザインターフェース部２００の左側上部にディスプレイされる“１”という
数字は、ページ識別番号（ａ）として、現在のユーザインターフェース部２００にディス
プレイされている背景画面が１ページであることを示すものである。
【００６５】
　ユーザは、タッチディスプレイ装置１を右側にパニングする動作を行うことができる。
タッチディスプレイ装置１が予め設定された距離閾値以上パニングされることがセンサ部
１００によって検出されると、制御部４００は、タッチディスプレイ装置１がパニングし
た距離に対応する編集対象コンテンツを含む新規画面をディスプレイするように、ユーザ
インターフェース部２００を制御することができる。
【００６６】
　図６の実施形態では、ユーザは予め設定された距離閾値の２倍以上３倍未満分だけタッ
チディスプレイ装置１を右側にパニングし、センサ部１００はこのようなパニングされた
距離及び方向を検出し、制御部４００に伝送することができる。
【００６７】
　制御部４００は、センサ部１００から受信された情報に基づいて、編集対象が含まれた
新規画面をディスプレイするように、ユーザインターフェース部２００を制御することが
できる。
【００６８】
　より詳細には、制御部４００は、タッチディスプレイ装置１が右側に、距離閾値の２倍
以上３倍未満分だけパニングされているため、初期の１ページから右方に２ページだけ離
隔されて指定された背景画面、すなわち、３ページに基づいて新規画面を形成することが
できる。制御部４００は、タッチディスプレイ装置１がパニングされる距離が距離閾値の
ｎ倍以上ｎ＋１倍未満である場合、初期のディスプレイからｎページ離隔されていると指
摘されたメニュー画面と編集対象コンテンツを含む新規画面とを生成することができる。
ここで、ｎは自然数である。
【００６９】
　図２を参照して説明したように、ＧＵＩ生成部４３０は、保存部３００から第３ページ
を読み取り、それに基づいて編集対象コンテンツを更に含む新規画面を生成することがで
きる。
【００７０】
　図６の新規画面が含まれるページ識別番号（ｂ）が３であることを確認することができ
、それにより元背景画面から右側に２ページだけ離隔していると指定された３ページ背景
画面と編集対象コンテンツが含まれた新規画面とが生成されていることを確認することが
できる。
【００７１】
　新規画面が生成された後、ユーザは編集モードを解除するための編集モード解除動作を
行うことができる。ユーザの編集モード解除動作は、運指していた身体の一部分とタッチ
ディスプレイ装置１との接触を断絶するものであってよい。なお、編集モード解除動作は
、ＧＵＩアイテム以外の背景をタッチするものであってよい。ただ、上述の編集モード解
除動作は、単に例示的なものであり、編集モード解除動作に対する制限はない。
【００７２】
　ユーザインターフェース部２００に編集モード解除動作が入力される場合、制御部４０
０は、前記変更された画面上に前記編集対象コンテンツをディスプレイした状態で、編集
モードを終了するようにインターフェース部２００を制御することができ、ユーザインタ
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ーフェース部２００に編集関連動作が入力されるとしても、編集関連機能が行われないよ
うにすることができる。
【００７３】
　一方、図６に関連し、タッチディスプレイ装置１を右方にパニングする場合について説
明しているが、タッチディスプレイ装置１を上方または下方にパニングして上述の構成と
同様の効果を実現することは、当業者に自明なことであろう。
【００７４】
　一方、制御部４００は、ユーザインターフェース部２００に新規画面がディスプレイさ
れる前に、以前画面から次の画面に変更される過程を、ユーザに識別させるようにユーザ
インターフェース部２００を制御することもできる。
【００７５】
　例えば、ユーザインターフェース部２００は、以前の編集モード画面を動き程度に応じ
て、動き方向にスライディングまたはスクロールさせつつ、次の編集モード画面に漸進的
に切り替えるようにディスプレイすることができる。
【００７６】
　切り替え過程中、ユーザインターフェース部２００にディスプレイされる画面は、以前
画面の一部と次の画面の一部とが一定の比率で混合されるものであってよい。なお、切り
替え過程中にディスプレイされる画面は、以前の画面と次の画面との間に指定された、例
えば、２ページに指定されたディスプレイであってよい。
【００７７】
　この場合、制御部４００は、スライディングまたはスクロールの速度を動きの程度に応
じて決定することができる。例えば、ユーザが早い速度でタッチディスプレイ装置１をパ
ニングする場合、制御部４００は早い速度でスライディングをディスプレイするようにユ
ーザインターフェース部２００を制御することができる。
【００７８】
　なお、制御部４００は、スライディングまたはスクロールの速度をパニング距離に比例
して決定することもできる。
【００７９】
　上述の実施形態に応じて、ユーザはタッチディスプレイ装置１を一定の距離でパニング
させることにより、アプリケーション識別アイコンを含む背景画面を容易に編集すること
ができる。
【００８０】
　図７は、本発明の一実施形態に係るタッチディスプレイ装置１のディスプレイ過程を説
明するための概念図である。
【００８１】
　同図の一番左に図示されるのは、複数個のアプリケーション識別アイコンを含む背景画
面をディスプレイするユーザインターフェース部２００である。同図に示すように、ユー
ザは身体の一部分をユーザインターフェース部２００上にディスプレイされた特定アイコ
ンにタッチすることができる。このような動作は、図３を参照して説明した内容と同様で
あって、ユーザは複数個のアイコンのうち、最下段の最右側のアイコンを編集対象アイコ
ンとして指定し、同時に編集モードにシフトする。
【００８２】
　一方、ユーザインターフェース部２００の左側上部にディスプレイされる“１”という
数字は、ページ識別番号（ａ）として、現在ユーザインターフェース部２００にディスプ
レイされている背景画面が１ページであることを示すものである。
【００８３】
　ユーザは、タッチディスプレイ装置１を右側に回転する動作を行うことができる。タッ
チディスプレイ装置１が予め設定された距離閾値以上回転されることがセンサ部１００に
よって検出されると、制御部４００は、タッチディスプレイ装置１が回転した距離に対応
する編集対象コンテンツを含む新規画面をディスプレイするように、ユーザインターフェ
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ース部２００を制御することができる。
【００８４】
　一方、図７におけるタッチディスプレイ装置１の回転は、タッチディスプレイ装置１の
正面の中心を正面と垂直となるように通過する回転軸を中心に行われてよい。
【００８５】
　図７の実施形態では、ユーザは予め設定された角度閾値の２倍以上３倍未満分だけタッ
チディスプレイ装置１を右側に回転し、このような回転された角度及び方向をセンサ部１
００が検出することができる。すなわち、センサ部２００は、タッチディスプレイ装置１
が右側に、角度閾値の２倍以上３倍未満分だけ回転されている情報を検出し、制御部４０
０に伝送することができる。
【００８６】
　制御部４００は、センサ部１００から受信された情報に基づいて、編集対象が含まれた
新規画面をディスプレイするように、ユーザインターフェース部２００を制御することが
できる。
【００８７】
　より詳細には、制御部４００は、タッチディスプレイ装置１が右側に、角度閾値の２倍
以上３倍未満分だけ回転されているため、初期の１ページから右方に２ページだけ離隔さ
れて指定された背景画面、すなわち、３ページに基づいて新規画面を形成することができ
る。制御部４００は、タッチディスプレイ装置１がティルティングされる角度が角度閾値
のｎ倍以上ｎ＋１倍未満である場合、初期画面からｎページ離隔されていると指摘された
メニュー画面と編集対象コンテンツを含む新規画面とを生成することができる。
【００８８】
　上述の実施形態に応じて、ユーザはタッチディスプレイ装置１を一定の角度でティルテ
ィングさせることにより、アプリケーション識別アイコンを含む背景画面を容易に編集す
ることができる。
【００８９】
　図８は、本発明の更に別の実施形態に係るタッチディスプレイ装置１のティルティング
方法に関する概念図である。
【００９０】
　同図に示すように、ユーザはタッチディスプレイ装置１を、タッチディスプレイ装置１
の正面と隣接した上下部面の中心を、上下部面と垂直に通過する回転軸を中心にティルテ
ィングすることにより、図５を参照して説明した編集方法を実現するようにすることがで
きる。
【００９１】
　図９ないし図１１は、本発明の一実施形態に係るディスプレイ方法を説明するための概
念図である。
【００９２】
　同図に示すように、タッチディスプレイ装置１は、特定のアドレスの全ウェブブラウザ
ウィンドウ５のうち、一部分２のみをディスプレイする。すなわち、全ウェブブラウザウ
ィンドウ５は、タッチディスプレイ装置１によってディスプレイされる一部分２とディス
プレイされていない部分とを含む。
【００９３】
　図９ないし図１１に関連した実施形態において、ユーザがタッチディスプレイ装置１に
よってディスプレイされる一部分２のうちの特定テキスト３をコピーし、タッチディスプ
レイ装置１によってディスプレイされていない領域のうち、一部の領域４に貼り付けを望
む場合を想定するようにする。
【００９４】
　図９に示すように、ユーザはユーザインターフェース部２にディスプレイされたコンテ
ンツのうち、特定テキスト３を編集対象コンテンツに指定しつつ、編集モードにシフトす
ることができる。それに関する説明は、図５を参照して説明しているため、ここでは省略
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する。
【００９５】
　図１０に示すように、ユーザはタッチディスプレイ装置１を下方にパニングさせること
ができ、ユーザインターフェース部はタッチディスプレイ装置１が下方にパニングされた
距離に対応するウェブブラウザウィンドウ５の他の部分をディスプレイすることができる
。ユーザインターフェース部がウェブブラウザウィンドウ５の他の部分をディスプレイす
る構成は、図６を参照して説明している。すなわち、制御部は、センサ部１００によって
検出されたパニングされた距離及び方向に基づいて、保存部３００に保存されたウェブブ
ラウザウィンドウ５の対応するディスプレイをユーザインターフェース部２００にディス
プレイするように制御することができる。
【００９６】
　同図に示すように、ユーザがタッチディスプレイ装置１をパニングさせる過程で、ユー
ザの身体の一部をユーザインターフェース部２００に接触されていない状態でも、制御部
４００はウェブブラウザウィンドウ５の別の領域をディスプレイするように、ユーザディ
スプレイ部２００を制御することができる。
【００９７】
　ユーザは、自分が貼り付けを望む部分４がユーザインターフェース部２００にディスプ
レイされる場合、予め設定された動作を通じてコピーされたテキストを貼り付けすること
ができる。ここで、貼り付けに対応する予め設定された動作は、公知となっている技術で
あるため、これ以上の詳細な説明は省略する。
【００９８】
　ユーザが望む編集過程が終了すると、ユーザは上述の編集モード解除動作を行い、タッ
チディスプレイ装置１の編集モードを解除することができる。
【００９９】
　上述の構成により、ユーザはアプリケーション識別アイコンを含む背景画面の編集だけ
でなく、タッチディスプレイ装置１によってディスプレイされる部分とディスプレイされ
ていない部分とを含むウェブブラウザウィンドウ５内における編集を容易に行うことがで
きる。
【０１００】
　図１２は、本発明の別の実施形態に係る複数個のウェブブラウザウィンドウの間のディ
スプレイ編集を説明するための概念図である。
【０１０１】
　同図に示すように、タッチディスプレイ装置１は、第１ウェブブラウザウィンドウ６と
第２ウェブブラウザウィンドウ７とをマルチタスキングすることができる。図８に関する
実施形態では、ユーザが第１ウェブブラウザウィンドウ６の特定イメージをコピーし、第
２ウェブブラウザウィンドウ７に登録を望む場合を想定するようにする。
【０１０２】
　ユーザは、編集モードへのシフト動作を行い、第１ウェブブラウザウィンドウ６の特定
イメージを編集対象コンテンツに指定しつつ、タッチディスプレイ装置１が編集モードに
シフトするようにすることができる。
【０１０３】
　ユーザがタッチディスプレイ装置１を右方にパニングさせることにより、ユーザインタ
ーフェース部２００は、第２ウェブブラウザウィンドウ７をディスプレイすることができ
る。
【０１０４】
　ユーザは、第２ウェブブラウザウィンドウ７にディスプレイされる“写真登録”ウィン
ドウにコピーした特定イメージ、すなわち、編集対象コンテンツを貼り付けることにより
、マルチタスキング中の複数個のウェブブラウザウィンドウ間のイメージまたはテキスト
のようなコンテンツの編集を容易に行うことができる。
【０１０５】
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　更に、ユーザが第１ウェブブラウザウィンドウ６から編集対象コンテンツをコピーし、
第２ウェブブラウザウィンドウ７に移動させた後、第２ウェブブラウザウィンドウ７内で
、図９ないし図１１に関連して上述したように、第２ウェブブラウザウィンドウ７内のデ
ィスプレイされていない部分に移動させて貼り付けする構成も当業者に自明であろう。
【０１０６】
　図１３は、本発明の一実施形態に係るマルチタスキング中の複数個のアプリケーション
間のコンテンツ編集方法を説明するための概念図である。
【０１０７】
　同図に示すように、タッチディスプレイ装置１は、複数個のアプリケーションをマルチ
タスキングすることができる。例えば、タッチディスプレイ装置１は、ウェブブラウザア
プリケーションと写真編集アプリケーションとをマルチタスキングすることができる。
【０１０８】
　同図に関連する実施形態では、ユーザがウェブブラウザアプリケーションにディスプレ
イされたイメージをコピーし、写真編集アプリケーションに貼り付けを望む場合を想定す
るようにする。
【０１０９】
　ユーザは、編集モードへのシフト動作を行い、ウェブブラウザウィンドウ８の特定イメ
ージを編集対象コンテンツに指定しつつ、タッチディスプレイ装置１が編集モードにシフ
トするようにすることができる。
【０１１０】
　ユーザが、タッチディスプレイ装置１を右方にパニングさせることにより、ユーザイン
ターフェース部２００は写真編集アプリケーションウィンドウ９をディスプレイすること
ができる。
【０１１１】
　写真編集アプリケーション９がディスプレイされる前に、スライディング速度がパニン
グ速度に比例して定められる構成は、図６を参照して既に説明しているため、ここでは省
略する。
【０１１２】
　ユーザは、写真編集アプリケーションウィンドウ９にディスプレイされる編集ウィンド
ウにコピーした特定イメージ、すなわち、編集対象コンテンツを貼り付けることにより、
マルチタスキング中の複数個のアプリケーション間のイメージまたはテキストのようなコ
ンテンツの編集を容易に行うことができる。
【０１１３】
　更に、ユーザがウェブブラウザウィンドウ８から編集対象コンテンツをコピーし、写真
編集アプリケーションウィンドウ９に移動させた後、写真編集アプリケーションウィンド
ウ９内で、図９ないし図１１に関連して説明したように、写真編集アプリケーションウィ
ンドウ９内のディスプレイされていない部分に移動させ、貼り付ける構成も当業者に自明
なことである。
【０１１４】
　上述の多様な実施形態によって、ユーザはアプリケーション識別アイコンを含む背景、
ウェブブラウザウィンドウ、複数個のウェブブラウザウィンドウ、複数個のアプリケーシ
ョン間のコンテンツ編集を容易に実施することができる。
【０１１５】
　図１４は、本発明の別の側面に係るディスプレイ装置１のディスプレイ方法を説明する
ためのフローチャートである。
【０１１６】
　まず、少なくとも一つのコンテンツを含む画面がディスプレイされてよい（Ｓ１０１０
）。
【０１１７】
　その後、タッチディスプレイ装置１は、ユーザによる編集モードへのシフト動作を検出
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し、画面を編集モード状態でディスプレイすることができる（Ｓ１０２０）。
【０１１８】
　タッチディスプレイ装置の動きが検出されると（Ｓ１０２０の「Ｙ」）、動き程度およ
び動き方向に応じて変更される画面を編集モード状態でディスプレイし（Ｓ１０３０）、
変更された画面上に編集対象コンテンツをディスプレイすることができる（Ｓ１０４０）
。
【０１１９】
　ここで、タッチディスプレイ装置の動きは、好適には、タッチディスプレイ装置１のパ
ニングまたはティルティングまたは回転であってよい。
【０１２０】
　ここで、画面は、上述のように、アプリケーション識別アイコンを含む背景画面、ウェ
ブブラウザウィンドウ、アプリケーションウィンドウまたはアプリケーション識別アイコ
ンを含む背景画面、ウェブブラウザウィンドウ、アプリケーションウィンドウと編集対象
コンテンツを含むディスプレイであってよい。
【０１２１】
　上述の方法により、ユーザはディスプレイを直観的に移動させることで、ディスプレイ
の編集を容易に行うことができる。
【０１２２】
　図１５は、本発明の一実施形態に係るディスプレイ編集方法を説明するためのフローチ
ャートである。
【０１２３】
　ユーザによる編集モードへのシフト動作が検出されると、編集モード画面が提供されて
よい（Ｓ１１１０）。
【０１２４】
　その後、タッチディスプレイ装置がパニングまたはティルティングまたは回転する移動
動作を検出し（Ｓ１１２０）、パニング距離またはティルティングまたは回転角度が（１
／ｔ）×ａより大きいかを判断することができる（Ｓ１１３０）。
【０１２５】
　ここで、ａはパニング距離またはティルティング角度の閾値であり、「ｔ」は複数個の
変更ディスプレイを順次に提供するのに利用される時間である。すなわち、複数個の変更
ディスプレイはｔ秒に一つずつ提供されてよい。言い換えると、複数個の変更ディスプレ
イが提供される速度は１／ｔである。
【０１２６】
　パニング距離またはティルティング回転角度が閾値以下である場合（Ｓ１１３０におけ
る「Ｎ」）、タッチディスプレイ装置１は再びパニング距離またはティルティングまたは
回転角度を検出する（Ｓ１１２０）。
【０１２７】
　パニング距離またはティルティング角度が閾値以上である場合（Ｓ１１２０－Ｙ）、タ
ッチディスプレイ装置１は以前の編集モード画面を１／ｔの速度でスライディングさせつ
つ、次の編集モード画面に漸進的に切り替えることができる（Ｓ１１４０）。
【０１２８】
　複数個の変更ディスプレイが提供された後、パニング距離またはティルティング角度に
対応する画面が提供されてよい（Ｓ１１５０）。
【０１２９】
　ユーザは、編集解除動作を行うことができ、タッチディスプレイ装置１は編集解除動作
を検出することができる（Ｓ１１６０）。
【０１３０】
　編集解除動作を検出すると（Ｓ１１６０における「Ｙ」）、タッチディスプレイ装置１
は編集モードを終了することができる（Ｓ１１７０）。
【０１３１】
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　上述の方法により、ユーザはディスプレイを直観的に移動させることにより、ディスプ
レイの編集を容易に行うことができる。
【０１３２】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明は以上の実施形態に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を
有する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的趣旨の範疇内において、各種の変
更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の
技術的範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【０１３３】
　　１　　　タッチディスプレイ装置
　　１００　センサ部
　　２００　ユーザインターフェース部
　　３００　保存部
　　４００　制御部
　　４１０　インターフェース部
　　４２０　プロセッシング部
　　４３０　ＧＵＩ生成部
　　４４０　マルチメディア機能ブロック

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(18) JP 5968912 B2 2016.8.10

【図５】 【図６】
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